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◆
手
当
を
受
け
ら
れ
る
人

　

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
当
て
は
ま
る

18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
を
扶
養
し
て
い

る
父
か
母
、
ま
た
は
父
母
に
か
わ
っ
て
そ
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

※
児
童
の
身
体
ま
た
は
精
神
に
中
程
度
以
上

　
の
障
が
い
が
あ
る
場
合
は
手
続
き
に
よ
り

　
20
歳
未
満
ま
で
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

○
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

○
父
か
母
が
死
亡
し
た
児
童

○
父
か
母
が
重
度
の
障
が
い
（
国
民
年
金
の

　
障
が
い
等
級
１
級
程
度
）
に
あ
る
児
童

○
父
か
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

○
父
か
母
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄
さ

　
れ
て
い
る
児
童

○
父
か
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令

　
を
受
け
た
児
童

○
父
か
母
が
引
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ

　
て
い
る
児
童

○
母
が
婚
姻
せ
ず
に
生
ま
れ
た
児
童

○
父
母
と
も
不
明
で
あ
る
児
童

◆
手
当
を
受
け
ら
れ
な
い
人

○
児
童
の
住
所
が
日
本
国
内
に
な
い
と
き

○
児
童
が
児
童
入
所
施
設
に
入
所
し
て
い
る

　
と
き
、
ま
た
は
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る

　
と
き

○
児
童
が
父
か
母
の
配
偶
者
（
内
縁
関
係
を

　

含
む
。）
に
養
育
さ
れ
て
い
る
と
き
（
父

　
か
母
に
障
が
い
が
あ
る
場
合
を
除
く
。）

○
父
・
母
ま
た
は
養
育
者
の
住
所
が
日
本
国

　
内
に
な
い
と
き

※
平
成
26
年
12
月
１
日
に
児
童
扶
養
手
当
法

　
が
一
部
改
正
さ
れ
、
公
的
年
金
（
遺
族
年

　
金
・
障
害
年
金
・
老
齢
年
金
・
労
災
年
金
・

　
遺
族
補
償
な
ど
）
を
受
け
て
い
る
場
合
で

　
も
、
年
金
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
低

　
い
人
は
、
そ
の
差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当

　
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◆
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
請
求
者
・
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本

②
請
求
者
・
対
象
児
童
が
含
ま
れ
る
世
帯
全

員
の
住
民
票
（
省
略
で
き
る
場
合
あ
り
）

③
請
求
者
・
対
象
児
童
・
扶
養
義
務
者
の
個

人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
番
号
通
知
カ
ー
ド

④
運
転
免
許
証
な
ど
の
請
求
者
本
人
の
身

分
証
明
書
類
（
顔
写
真
が
な
い
場
合
は
２
点

必
要
）　
⑤
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

⑥
振
込
先
の
預
金
通
帳（
請
求
者
名
義
の
も
の
）

⑦
年
金
手
帳

※
そ
の
他
書
類
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
手
当
を
受
け
る
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
の

　
前
年
の
所
得
が
限
度
額
を
超
え
る
と
手
当

　
が
全
部
ま
た
は
一
部
停
止
に
な
り
ま
す
。

◆
手
当
を
受
け
ら
れ
る
人

　
身
体
や
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未

満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
か
母
、
ま
た
は

父
母
に
か
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

<

特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級>

 

○
身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お
む
ね
１
・

　

２
級
程
度
（
内
部
的
疾
患
含
む
。）
に
該

　
当
す
る
と
き

○
療
育
手
帳
の
判
定
が
最
重
度
、
重
度
程
度

　
の
知
的
障
が
い
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
同

　
程
度
の
精
神
障
が
い
で
あ
る
と
き

<

特
別
児
童
扶
養
手
当
２
級>

○
身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お
む
ね
３

　

級
程
度
（
内
部
的
疾
患
含
む
。）
に
該
当

　
す
る
と
き

○
療
育
手
帳
の
判
定
が
中
度
程
度
の
知
的
障

　
が
い
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
同
程
度
の
精

　
神
障
が
い
で
あ
る
と
き

◆
手
当
を
受
け
ら
れ
な
い
人

○
児
童
の
住
所
が
日
本
国
内
に
な
い
と
き

○
児
童
が
障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的

　
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

○
児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き

※
保
育
所
（
園
）・
知
的
障
害
児
施
設
・
肢

　
体
不
自
由
児
施
設
・
母
子
生
活
支
援
施
設

　

に
通
所
（
園
）
ま
た
は
保
護
者
と
共
に
入

　
所
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。

○
父
・
母
ま
た
は
養
育
者
の
住
所
が
日
本
国

　
内
に
な
い
と
き

◆
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

○
請
求
者
・
対
象
児
童
が
含
ま
れ
る
世
帯
全

　
員
の
住
民
票
（
全
部
記
載
の
も
の
）

○
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
診
断
書
（
身
体

　
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
を
所
持
し
て
い

　
れ
ば
省
略
で
き
る
場
合
あ
り
）

　

こ
の
ほ
か
に
、
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
時

必
要
書
類
①
③
④
⑤
⑥
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
書
類
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
手
当
を
受
け
る
人
ま
た
は
扶
養
義
務
者
の

　
前
年
の
所
得
が
限
度
額
を
超
え
る
と
手
当

　
が
支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

◆ 

受
給
の
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す

【
問
い
合
わ
せ
】　
こ
ど
も
未
来
課　
☎
22
・
９
６
５
４　
　
ＦＡＸ
22
・
９
６
４
６

【
手
当
の
月
額
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
】

　
「
児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手

当
の
額
等
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」

の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
、
児
童
扶
養
手
当

と
特
別
児
童
扶
養
手
当
が
４
月
分
以
降
、
次

の
と
お
り
月
額
0.8
％
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■
児
童
扶
養
手
当

○
児
童
１
人
の
と
き

　
全
部
支
給
：

　
４
２
，０
０
０
円⇒

４
２
，３
３
０
円

　
一
部
支
給
：

　
４
１
，９
９
０
円
～
９
，９
１
０
円

⇒

４
２
，３
２
０
円
～
９
，９
９
０
円

○
児
童
２
人
の
と
き　
５
，０
０
０
円
加
算

○
児
童
３
人
以
降

　
さ
ら
に
３
，０
０
０
円
ず
つ
加
算

※
所
得
金
額
に
よ
っ
て
全
部
支
給
・
一
部

　
支
給
を
決
定
し
ま
す
。

■
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

１
級
：
５
１
，０
０
０
円⇒

５
１
，５
０
０
円

　
２
級
：
３
４
，０
３
０
円⇒

３
４
，３
０
０
円

■
児
童
扶
養
手
当

　

父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
共
に
し
て
い
な
い
児
童
を
養

育
し
て
い
る
家
庭（
ひ
と
り
親
家
庭
）な
ど

の
生
活
の
安
定
と
自
立
を
助
け
、
児
童
の

福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
制
度
で
す
。

■
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

身
体
や
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
20
歳
未

満
の
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の

制
度
で
す
。
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子
育
て
支
援
・
無
料
相
談

募
　
集

催
　
し

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ
拡
大
版

応急診療所だより
◆ 日頃の運動不足に悩んでいませんか

◆春の訪れとともに、運動不足の解消を
　冬の間の運動不足の解消に良い季節になりました。
運動不足に悩む人が多いのは、生活が便利になりすぎ
て「歩かなくなったこと」と「体を動かさなくなった
こと」が最大の原因だと考えられます。日頃から運動
をしている人は、約５人に１人と言われ、多くの人が
慢性的な運動不足状態になっています。
◆効果的な運動で脂肪を撃退！
　年齢とともに筋肉が衰え、脂肪（体脂肪）がついて
きます。脂肪を燃焼しやすくするためには、ウオーキ

ングやジョギングなどの有酸素運動が適しています。
また、脂肪のつきにくい体をつくるためには、ストレッ
チやラジオ体操などの運動を行い、体のエネルギー消
費量（基礎代謝量）を高めることが大切です。運動を
すると、ノルアドレナリンやドーパミンなど脳の神経
伝達物質の働きがよくなり、神経もリフレッシュする
ことができます。
　まずは自分のペースで歩くことから始め、日頃から
それぞれの生活スタイルに合った運動を選び、長く続
けることを心がけましょう。

【問い合わせ】医療福祉政策課
　☎ 22-9705　ＦＡＸ 22-9673

　市民の皆さんの命と健康を守るため、休日・夜間
に発病したとき、内科・小児科の応急処置が受けら
れる応急診療所を開設しています。
　次のことに注意して受診してください。
○薬の調剤は院外処方で、処方は原則１日分です。
※連休・年末年始は除きます。
○症状を発症してから時間が経過している人は、昼間

　の医療機関を受診してください。
○点滴やレントゲン検査はできません。
【所在地】　上野桑町 1615 番地　☎ 22-9990
【診療科目】　一般診療・小児科
【診療時間】　○月曜～土曜日：午後 8 時～ 11 時
○日曜日・祝日：午前 9 時～正午、午後 2 時～ 5 時、
　午後 8 時～ 11 時
※受付時間は診療終了時刻の 30 分前まで

≪　伊賀市応急診療所　≫

粗大ごみ戸別収集事業（有料）
◆ 自宅前などに粗大ごみの収集（有料）に伺います

【問い合わせ】廃棄物対策課
　☎20-1050　ＦＡＸ20-2575

　市内に住所がある人を対象に、家具・寝具類・自転車・
ファンヒーター・家電製品などの粗大ごみを、申し込
み時に指定する場所（ご自宅前など）まで収集（有料）
に伺うサービスを実施しています。収集には、１点に
つき 200 円分の粗大ごみ処理券が必要で、１回の申し
込みで５点までご利用いただけます。
※家電リサイクル法により、市では家電４品目（エア
　コン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥
　機）は収集できません。
【申込方法】
①粗大ごみ受付センターに電話で申し込む。
②粗大ごみ処理券を市が指定する市内のスーパー・商
　店・農協などで購入する。
※粗大ごみ処理券の取扱店など、詳しくは「資源・ご
　み分別ガイドブック」戸別収集事業のページをご覧
　ください。
※処理券の払い戻しはできませんので、必ず申し込み
　をしてから必要な枚数を購入してください。
③粗大ごみに粗大ごみ処理券を貼り、予約した収集日

　の午前９時（上野・伊賀・島ヶ原・阿山・大山田支
　所管内）または午前８時 30 分（青山支所管内）まで
　に申し込みをした指定場所に出す。
※当日の立ち会いは必要ありません。
※申し込んだ粗大ごみ以外は収集できません。
【申込受付時間】　午前８時 30 分～午後５時
※土、日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日～１月
　３日）を除く。

【問い合わせ】
《上野・伊賀・島ヶ原・阿山・大山田支所管内》
○廃棄物対策課
《青山支所管内》
○青山支所振興課　☎ 52-1112　ＦＡＸ 52-2174
○伊賀南部環境衛生組合　☎ 53-1120

【申込先】
《上野・伊賀・島ヶ原・阿山・大山田支所管内》
　伊賀北部粗大ごみ受付センター　☎ 20-1255
《青山支所管内》
　伊賀南部粗大ごみ受付センター　☎ 64-8700


